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て
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岡
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問
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雑
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漁
業
に
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管
見

徳
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時
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の
商
人
カ
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テ
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謂
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の
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・

禁
漁
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就
て
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地
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着
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種
目
柑
越
的
企
業
者
闘
の
告
別
収
資
本
山
大
小
低
所
在
地
M

陣
内
大
さ

ω枇
命
政
策
に
組
問
政
策

ω鵠
崎
技
術
信
賞
行
上
特
に
噌
服
す
べ
砲
事
項
A

刑
昔
原
則
自
・
加
味

B
鵠
柑
標
準
の
種
銅
C
越
枇
旧
離
島
)

第
一
一
段
-
重
量
謀
格
的
方
法
(
判
多
少
習
と
思
は
る
L
方
法
心
霊
純
益
白
大
小
に
よ
る
も
白
凶
童
賛
否
去
に
よ
る
も
め
管
業
種

知
に
よ
る
も
品
企
業
形
態
に
す
も
目
宮
古
去
に
劃
ナ
る
訓
告
に
よ
る
も
の
例
童
書
目
大
小
に
よ
る
も
西
宮

t
重
慣
な
る
累

誼
蹄
枕
方
法
)

結
論
(
全
文
申
要
旨
)

論

議

替
業
棺
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酔
け
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累
話
認
積
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前

離

管
業
祉
に
於
け
る
累
誕
隷
枕

第
二
十
九
谷

占，、

六

第
五
焼

緒

'" 

'hdizq
工、

ぜ

a
t
A岡
刊

t

百
貨
応
枕
に
闘
聯
し

τ、
一
般
管
業
己
採
進
課
税
を
説
い
た
。
政
府
も
一
一
朗
年
前
じ
替
業
政
盆
税

の
改
造
を
企
て
、
下
級
者
の
蕗
に
て
減
税
を
行
ふ
て
累
進
税
ご
い
ふ
べ
き
も
の
ご
[
ゃ
う
ご
し
た
G

其
か
ら
見

τ

も
何
程
か
我
鴎
に
て
も
、
時
勢
が
肱
官
業
課
税
に
悶
抗
準
そ
糊
め
て
居
品
や
フ
で
ゐ
品
。
爆
が
古
〈
hr
ら
し
て
、
蝿
商
業

税
は
本
甜
小
、
吹
盛
耽
で
あ
ち
¥
物
税
で
あ
っ
マ
ー
陥
っ
て
此
じ
は
比
例
期
中
が
油
蛍
で
、
剛
抗
議
率
は
4
7
ん
仁
池
せ
や
ピ

の
考
が
行
は
れ
て
居
h
、
郎
ち
累
進
替
業
隷
税
に
反
謝
の
勢
力
が
相
嘗
に
強
い
。
併
し
時
勢
の
麹
が
盆
々
、
此
に

累
進
を
要
求
し
て
居
h
、
そ
し
て
此
に
有
利
な
る
根
擁
も
見
出
苫
れ
る
し
・
之
が
賞
例
も
求
め
て
得

ιれ
る
の
で

も
あ
る
か
ら
、
之
を
説
く
の
は
、
我
国
の
時
需
に
も
合
す
る
ご
思
ふ
の
で
、
敢

τ之
に
闘
す
る
注
意
を
引
〈
べ

〈
、
慈
に
之
を
説
い
て
見
る
。

第
一
段

営
業
累
進
課
税
の
根
接

管
業
に
於
て
累
進
課
税

ω
至
蛍
な
る
所
以
内
理
由
は
、
之
を
二
の
方
面
よ
り
設
〈
ニ
芭
を
得
る
。

一
は
消
極
的

で
、
他
は
積
極
的
の
も
の
で
ゐ
る
。

一
消
極
的
根
操

1
l比
例
課
税
の
否
定



A
比
例
管
業
課
税
の
理
由
|
|
傍
業
税
に
ゐ
・
り
て
は
、
岨
官
業
を
各
別
的
に
、
物
的
に
見
て
課
税
す
る
も
の
で
あ

b
、
其
れ
だ
け
に
現
は
れ
た
能
力
を
訴
す
る
も

ωで
、
持
主
の
替
業
以
外
に
於
け
る
凡
べ
て
の
能
力
を
人
的
に
、

綜
合
的
に
叩
附
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
詮
一
)
・
其
能
力
は
等
差
を
つ
け
難
い
の
で
あ
b
・
随
ふ
て
凡
ぺ

τ無
差
等
、

比
例
謀
枕
す
る
の
が
歪
嘗
で
あ
h
(註
ニ
)
、
此
に
某
の
例
之
.
牧
盆
(
共
他
の
標
準
に
依
る
こ
ご
も
出
来
る
け
れ

E

も
.
最
適
切
な
の
は
牧
盆
だ
ご
し
て
)

に
累
進
市
平
を
課
し
て
は
却
っ
て
不
乱
公
平
な
る
こ

t
に
も
な
る
一
室
=
一
)
。
例

之
、
十
高
岡
の
牧
徒
'
M
d
A

港
内
、
る
径
業

ωみ
が
ら
所
得
を
悲
H
i
b
甲
古
い
ふ
人
ご
、

五
千
聞
の
牧
舗
を
皐
戸
、
る
祭
業

骨
有
ら
、

併
乍
ら
、

別
に
白
内
科
闘
の
収
44
掛
か
ι
感句
(ι
る
ピ
ハ
ー
ふ
人

ι.
の
附
に
、
車
仁
響
楽
状
認
の
大
小
の
み
か

ら
見
て
.

甲
を
重
い
率
に

τ其
笹
業
牧
盆
に
課
税
し
・

乙
を
聴
い
率
に
て
課
税
し
て
は
却
っ
て
不
会
卒
で
ゐ
り
、

新
か
る
場
合
に
酷
官
業
牧
盆
「
い
課
税
す
る
ご
し
て
は
、
累
進
ご
い
ふ
人
工
的
に
し
て
而
か
も
不
必
卒
芭
な
る
税
率
を

採
る
よ
b
は
、
む

L
ろ
自
然
的
な
る
車
純
な
る
比
例
税
率
を
採
っ
た
方
が
、

一
一
暦
仁
一
公
平
H
h
E
い
ふ
こ
E
が
出
家

る。
(
武
一
)
〉
倒
之

d

コ
シ
-
7
1
ド
は
、
牧
盆
拾
に
て
位
、
人
出
、
抑
ふ
所
の
人
格
を
会
一
，
、
無
職
し
て
、
専
ら
経
済
、

R
口
組
済
す
る
物
盛
に
止
ま
る
と

T
A。
此
の
と
と
は
蹟
〈
認
め
ら
れ
て
居
る
こ
と
で
あ
る
。

例
之
、
ヘ
ツ
ケ
ル

H
、
比
例
白
誼
周
匝
峨
は
主
£

L
て
は
、
牧
益
枇
だ
と
い
ふ
@

μ替
業
税
な
ど
山
加
者
収
益
枕
に
は
累
通
話

M
な
ら
ず
と
ヤ
ふ
も
の

l
例
之
、
シ
ェ
フ
レ

l
位
、
喰
だ
一
般
積
(
一
般
所
得
及
財
産

投
)
に
仕
皐
描
謀
枕
が
賀
行
す
べ
き
も
、
(
管
業
祉
な

E
白
如
き
)
特
別
般
に
は
此
が
賀
行
す
べ
か
ら
ず
と
認
し
ロ
ツ
す
も
給
付
協
力
白
檀
察

(
出
ニ
)

(
詰
三
)島前

叢

大
二
世

第
五
載

替
業
殺
に
於
け
る
黒
誕
課
税

第
二
十
九
巷
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2話量

議

第
二
十
十
番

四

，、

一-J、

第
豆
暁

普
業
積
に
於
け
る
果
趨
諜
抵

枯
k
り
す
る
巣
泊
の
縛
謹
詑
は
、
収
益
枕
世
系
に
て
は
削
る
僅
か
し
恥
官
b
向

k
い
世
、
ミ
ヲ
ア
Z

ル
ヂ
ス
も
、
牧
量
枕
位
陣
地
描
結
串
白
合
理
的

白
泊
用
に
晴
ん

r拙
舎
を
県
へ
ず
と
話
す
。
メ
ル
ツ
ア
ー
も
、
此
種
の
謀
視
(
牧
舘
柑
)
に
て
は
、
思
誕
輯
出
中
を
却
用
す
る
と
と
が
可
院
で
な
い
と

い
口
、
ユ
ツ
テ
も
、
直
偵
鞠
柚
に
ど
は
、
黒
鵡

E
期
待
せ

T
と
鴻
し
、

z
l
ベ
ル
ヒ
は
、
古
き
牧
症
税
「
岬
ち
主

E
L
て
鶴
牧
議
就
か
、
置
は
之

に
近
か
ワ
た
}
に
て
は
、
累
越
輯
半
出
迎
用

L
得
な
酔
っ
た
。
何
ぜ
と
な
れ
ば
紬
枕
盆
位
、
賞
際
自
蛤
付
槌
力
。
遁
常
な
る
面
影
監
奥
九
な
い
か

S
 

ら
と
い
』
G

η黒
地
山
此
に
行
位
れ
ざ
る
と
と
を
北
の
情
動
と
{
て
指
摘
す
る
も
の
も
少
(
な
い

yo--例
之
、
チ
ス
カ
位
、
牧
骨
柏
山
一
日
駅
間
と
し
て
其
滞

質
上
、
累
地
の
採
用
し
捕
は
ぎ
る
こ
と
を
場
げ
、
ヅ

νγ
ス
キ
ー
も
、
収
揖
枇
白
紙
拙
は
、
県
選
の
泊
は
れ
待
由
討
に
あ

m
t潟
し
、
ジ
エ

γ
セ

凶
雀

ン
も
、

M
W
現
世
柑
の
前
大
な
る
批
肺
目
、
思
却
原
則
ヤ
作
品
ド
油
川
さ
札

t
v
己
2
だ
と
い
ふ

t
M
u
o

れ
り
源
泉
謀
枕
(
見
様
に
よ
り
て
は
牧
盆
柑
は
所
得
輸
の
総
合
課
枇
に
封
し
て
源
泉
課
枕
だ
と
い
ふ
特
色
を
も
っ
)
に
て
は
黒
過
白
行
は
れ
難
告
乙
と

を
説

t
も
り
も
蹴
る
多
い

O
1
1
1例
之
、
セ
り
グ
マ
ン
位
、
源
泉
課
枯
所
得
税
吐
、
黒
趣
向
採
用
に
、
岨
る
大
な
障
碍
を
且
ふ
と
需
し
、
ハ
ン
タ

ー
も
、
紙
泉
に
て
所
得
を
融
枕
す
る
と
と
の
重
大
な
る
敵
陣
は
、
累
進
を
越
加
す
る
の
困
難
に
あ
り
と
慌
し
、
チ
ス
カ
は
、
泌
泉
融
杭
主
義
に
て

は
、
稲
荷
量
個
情
的
給
付
闘
方
に
よ
り
て
段
階
つ
り
る
こ
と
が
、
領
収
者
諜
枇
主
義
の
や
令
に
は
十
分
"
っ
精
密
に
武
行
し
得
白
ロ
随
ふ
て
此
に

て
は
国
有
の
意
味
に
於
け
る
累
越
は
す
べ
て
排
除
せ
ら
る
と
品
川

L
、
ヂ
ー
ッ
エ
ル
も
、
部
分
所
柑
の
確
知
に
原
則
上
制
限
せ
ら
る
L

種
目
、
長
個

者
主
義
に
従
ふ
舎
一
部
所
得
。
課
租
の
で
つ
に
は
布
教
に
、
罫
描
に
従
ふ
て
凶
形
す
る
ζ

と
は
不
可
部
だ
み
し
錦
ナ
ロ

B
其
否
定
の
理
由
|
|
管
業
税
は
物
税
で
め

h
股
鏡
税
で
あ
り
、
蝿
酒
業
b
z
物
的
に
、
筒
別
的
客
観
的
に
見

τ課

す
る
も
の
だ
か
ら
、
比
例
で
な
〈
で
は
な
ら
ぬ

Z
h
r
ふ
の
は
、
貨
は
捉
は
れ
た
る
皮
相
の
見
で
ゐ
る
o
替
業
税
が

阪
に
純
盆
課
税
ピ
な
れ
ば
術
夏
ピ
が
、
多
少
・
資
本
等
、
外
形
標
準
に
依
る
ど
き
に

τも
・
管
業
は
物
の
み
に
て

は
牧
盆
を
奉
げ
争
。
人
に
待
も
、
人
に
か
、
る
こ
Z
の
大
な
る
も
の
で
、
随
ふ
て
此
税
が
単
な
る
物
税
、
牧
盆
税

Scha日e，Steuern. B. T. S. 120. LQtz， Fw. S. 2:52・DelaFoldes， Fw. 
2 AutL S. 354. _ Melcze~， Fw~_ S. 54. NittiJ Pr}lÍdpe~ de sdence des 
finances. (tr岨 uitspar Frellnd) 1. -P・3出. Eheberg，. Fw. r8 & 19 Au司.
S. '95 
TysiK"a. Fw. 2 Aufl. S. 136. Tus目chi札由h回k.i伍口i，Fw. S. 84--85. Jensen.， Public 

3) 

4) 



ご
い
ふ
よ
h
は
、
何
ほ
Y
」
か
人
裁
を
加
味
し
、
所
得
税
分
子
を
も
有
つ
も
の
芭
し
な
け
れ
ば
な
ら
す
盆
巴
、
随
ふ

て
助
税
に
て
、
管
定
者
の
阻
官
業
以
外
よ
り
拳
「
る
股
益
を
考
慮
せ
十
ご
し
て
も
、
其
管
業
hr
ら
生
4
y

る
股
盆
の
み

に
就
き
て
も
、
共
大
小
E
い
ふ
も
の
に
、
傍
業
者
の
人
的
能
力
が
多
少
現
は
れ
て
居
h
、
民
放
盆
の
一
一
層
大
い
の

一
に
は
其
替
業
者
が
一
一
府
大
な
資
本
を
此
に
投
下
し
得
た
ご
い
ふ
こ
吉
に
か
、
り
、
又
一
に
は
、
彼
が
一
磨

は大
な
技
能
を
有
っ
た
こ
ご
に
炉
、

h
、
或
は
又

一
層
有
利
な
機
舎
を
摘
み
叉
は
之
に
窓
ま
れ
た
こ
芭
に
炉
、
る

の
で
ゐ
b
、
共
れ
だ
け
に
て
↓
府
大
な
吹
盆
を
有
つ
者
に
、
小
牧
島
姐
者
よ
h
も
一
一
脂
、
組
掛
的

ωみ
で
な
〈
、
相

調
的
に
b
大
な
協
力
ぬ

b
u
し

τ回
以
い
。
然
る
に
論
者
の
や
う
に
.
比
耽
剛
ef
無
減
し
て
、
肱
商
業
収
省
一
の
大
小
に
拘

ら
す
、
平
等
・
比
例
の
率
を
課
し
て
は
、
却
っ
て
不
会
卒
な
も
の
E
な
ら
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
雌
営
業
課
税

に
て
は
、
替
業
以
外

ω政
盆
の
現
は
れ
な
い
勉
め
仁
、
管
業
者
の
会
主
人
的
協
カ
は
判
ら
臥
ご
い
ふ
弱
，
結
が
あ

b
、
隠
つ

1
所
得
税
正
岡
一
度
り
累
進
は
過
ぎ

τ居
る
で
め
ら
う
け
れ
ど
も
、

少
(
ご
も
此
修
業
牧
盆
に
現
は
れ

た
h
y

け
の
竿
ば
物
的
に
し
て
宇
ば
人
的
な
る
能
力
を
見
て
も
或
度
の
累
進
跳
税
を
骨
岬
す
に
は
少
し
も
陪
践
す
る
に

及
ば
な
い
。

(
桂
回
)

例
之
、
ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
ダ
ー
は
、
蹴
官
業
枇
は
純
牧
盆
碕
で
な
〈
し
て
、
取
盆
松
と
人
祉
と
的
中
聞
に
立
ワ
も
白
止
す
。

Z

E

4

ル
ヒ

も
、
皆
議
制
盆
は
大
に
、
企
業
者
白
人
に
恥
ミ
る
と
鵠
L
、
へ
ル
ペ
シ
ス
タ
イ
シ
も
、
各
自
野
菜
位
、
共
最
小
山
も
白
に
て
も
、
通
例
、
物
随

(
投
下
及
謹
輔
禿
本
}
世
、
直
に
紐
隣
人

E
前
提
と
す
る
。
此
ニ
白
元
索
が
互
に
補
充
す
る
と
い
ふ
。

論

叢

替
業
輯
に
於
け
る
呆
並
鵠
揖

第
=
十
九
巷

~. ，、

丸

第
五
肱

五

finance. p. 341. 
Seligman. Tbe i.ncome tax. 2 ed. p. J日 Hunte'r，Public自nance
304. Tyszka. a. a. _0. .?_ 179. Dieiu.r， Englisehc und preussisdie 
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論

管
業
酷
に
於
け
る
思
趣
課
秘

第
二
十
九
巻

第
五
班

六コ一

O

議

二
積
極
的
根
健
|
|

A
能
力
楳
準
|
|

い
純
品
婦
の
大
小
|
|
同
一
問
答
業
を
仮
定
し
て
、

る
者
に
比

L
て
其
修
業
純
盆
に
関
す
る
限
b
一
一
盾
抱
カ
が
大
で
ゐ

b
、
経
費
的
の
み
な
ら
す
、
相
罰
的
に
も
犬

一
屠
大
な
純
盆
を
暴
向
、
品
者
は
、

一
居
小
な
純
議
を
皐
「

で
の
ゐ

Q

他
の
闘
係
金
考
慮
に
入
れ
，
士
ら
き
に
反
甥
芭
な
り
得
る
F-
し
て
も
、
之
を
師
団
ら
(
別
古
す
れ
ば
確
炉
に

?
?
で
あ
る
o

可
〈
大
剛
山
か
ら
見
1
h

zh
し
JL
租
税
事
項
に
は
一
一
般
に
山
大
蛾
翻
身
許
す
炉
、

之
が
ら
い
ふ

1
.
大

純
盆
を
且
中
「
る
ほ
ど
の
大
傍
業
に
は
、
小
純
盆
hr
血
中
「
る
小
機
業
に
比

1
て
比
駿
的
富
め
る
者
が
多
〈
閲
奥
し
て

居
h
、
小
管
業
に
は
富
者
よ
り
は
む
し
ろ
多
〈
貧
し
き
者
が
閥
興
し
て
居
ゐ
。
随
ふ

τ英
純
盆
の
大
小
に
廊

ιて

累
進
課
税
す
る
こ
己
は
大
健
に
は
公
平
仁
合
ふ

τ居
る
(
註
五
)
G

を
筒
人
の
共
同
鍔
業

ω手
段
吉
田
昂
る
ご
き
に
、
大
曾
祉
に
貧
乏
人
が
関
奥
L
、
小
曾
枇
に
富
者
山
開
興
す
る
こ
ピ

尤
も
法
人
位
官
業
を
見
る
ご
き
に
は
、

そ
し
て
之

が
少
か
ら
宇
し
て
(
註

3
・
法
人
倍
業
の
累
進
課
税
を
否
定
す
る
根
蟻
が
強
い
こ
ご
に
は
な
る
が
、
此
Z
て
も
、
大

純
益
を
皐
「
る
ほ
ど
の
法
人
は
割
合
に
多
〈
富
者
の
掌
中
に
牧
め
ら
れ
、

小
純
盆
を
奉
「
る
法
人
は
比
較
的
に
貧

し
き
者
の
手
に
蹄
す
る
傾
が
ゐ
る
ご
せ
ら
れ
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
偉
業
に
劃
す
る
累
進
課
税
は
、

之
が
課
税
標
準

に
純
盆
を
採
用
し
て
か
ら
主
ご
し
て
注
意
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
h
室
主
、
此
が
外
形
標
準
に
依
ら
れ
た
時
代
に

は
、
何
う
も
比
例
率
の
外
な
し
芭
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

Stellung und、.Yesender Gewerbesteuer. ~i. 34 
Bastable， Public finance. 3 ed. p. 461 7) 



ア
イ
九
ヂ

y
rは
、
場
却
す
る
牧
盆
と
共
に
、
利
佳
E
A
給
什
飽
力
由
度
が
靖
加
す
る
か
ら
、
牧
盆
積
率
。
一
累
越
的
成
障
が
勧
め
ら
る
と
鵠

L
、
コ

V

ラ
ー
ド
も
、
純
肱
益
田
高
き
に
依
る
管
業
粧
内
樺
か
な
る
黒
桂
川
川
正
常
O
ゃ
う
だ
と
錯
し
、
内
ッ
ケ
ル
も
、
此
桂
枕
が
所
持
枕
の
構
成

{
量
五
)

材
料
配
制
用
す
る
だ
け
に
て
は
、
比
出
荷

L
〈
、
伊
〈
主
も
一
部
、
黒
起
を
利
用

L
得
る
(
替
業
紙
、
完
本
利
干
桔
)
と
ぬ

L
、
L
1
4
b
ヒ
も
、

人
が
近
頃
、
世
骨
感
情
の
酪
迫
田
下
に
、
牧
益
措
鵠
系
を
有
つ
聞
に
て
も
、
黒
遊
紐
を
採
っ
た
と
壱
に
、
此
事
は
唯
官
、
人
が
此
牧
盆
抵
白
各
個

の
も
四
を
、
負
債
盤
陣
、
自
己
申
告
な

E
に
よ
m
9

て
、
部
分
所
持
稔
に
錘
形

L
、
且
つ
相
互
閥
係
に
置
い
た
ζ

と
に
よ
り
て
可
能
と
し
た
と
川
崎

十
3
0

栓
リ
グ
マ
ン
は
、
小
官
祉
が
山
ザ
般
的
特
車
か
ら
尉
官
仰
せ
ら
れ
る
む
止
り
あ
り
得
る
に
、
大
な
又
は
一
一
即
時
鋤
L
た
法
人
由
枯
が
艶
千
、
政

百
山
山
筒
人
。
問

ι分
配
Z
-
O
L
と
4
が
あ
り
持
る
と
訟
費

L
て
肘
る
。

(
肱
穴
}

プ
ロ

f
ヤ
!
は
、
比
租
措
婚
式
へ
牝
描

t
持
事
と
主
主
た
る
鵠
枯
概
咋

i
ナ
る
)
に
於
て
、
附
単
独
内
原
則
U
，
低
に
制
骨
に
古
〈
か
ら
採
川

O

-

'

 

E
且
山
し
た
と
い
ふ
て
居
る
。
向
前
註
五
、
へ
ツ
ケ
ル
、

z'ペ
ル
ヒ
参
問
。

下
帯
富
ド
』
J
V

J
l
:
 

ろ
業
稽

ω相
違

1
l同
級
の
牧
盆
E
し
で
も
、
凪
官
業
の
楠
類
の
異
る
古
き
に
、
其
蕗
に
、
資
産
的
元
素
E
勤

，，.、

持
的
元
素
吉
の
働
、
主
的
割
合
の
相
違
が
あ
b
、
随
っ
て
能
力
に
相
遣
を
生
じ
、
随
っ
て
叉
此
聞
に
差
等
課
税
を
至

蛍
ピ
す
る
ニ
ど
仁
も
な
る
(
註
λ
)
O

此
も
亦
た
一
積
の
累
準
課
税
で
ゐ
る
。
但
し
此
の
二
元
素
の
働
〈
割
合
は
精
密

に
い
ふ
ピ
非
常
に
複
雑
な
る
も
の
ご
な
b
て
、
之
に
よ
る
差
等
課
枕
は
殆
ん
Hζ

賞
行
不
可
飽
に
も
な
る
~
詰
130
之

を
採
用
す
る
ご
す
れ
ば
大
雑
把
な
分
類
し
か
行
は
れ
な
い
。

(
陸
八
)

へ
ッ
ケ
ル
は
.
替
議
所
持
田
成
刷
用
に
於
て
一
一
の
成
分
出
版
る
奨
り
た
る
皮
に
て
干
係
す
る
、
或
管
業
に
て
は
主
成
す
は
勢
働
蹴
酬
で
あ

り
、
他
自
替
業
匹
て
は
安
本
利
得
だ
と
峰
崎
し
、

Z
1
4
ル
ヒ
も
、
替
業
白
性
質
に
よ
り
て
或
位
凪
要
菜
、
或
は
彼
申
哩
素
(
勢
働
肱
盆
、
資
本
壮

誼

捜

瞥
業
積
に
於
け
る
累
迦
諌
稀

第
二
十
九
巻

占，、

第
H
競

七

FuistingJ GrundzLige der Stellerlehre. S. 30[. Conrad， a. a. O. S. 164・

HeckeL a. a. O. S. ，86. Eheberg. a. a. (). S. ]'95 
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箇

襲

J、

替
業
枕
に
於
け
る
黒
通
鶴
松

第
二
十
九
各

占，、

第
五
腕

盆
.
企
業
利
胡
W
D
中
D
)

百
一
回
即
多
〈
前
面
に
現
は
れ
‘
小
縦
普
及
勤
務
蹴
官
接
に
て
は
、
肱
症
が
捗
棋
に
近
づ
き
、
大
組
肌
町
民
て
仕
資
本
の
協
力

出
主
と
し
て
前
面
に
現
は
る
と
錨
L
.
ク
ラ
イ
ン
ウ
孟
ヒ
タ
ー
は
、
替
業
白
種
類
に
よ
り
て
、
尉
産
回
大
さ
が
異
っ
た
軍
さ
を
有
っ
。
例
之
、
姐

突
掃
除
入
、
民
税
茸
、
室
内
盤
川
、
理
髪
師

t
r
は
全
{
財
産
む
前
提
と
L
な
い
か
、
又
同
士
〈
童
製

t
b
Fる
院
の
財
政
&
前
提
と
す
る
。
総

る
に
他
方
、
例
之
捕
物
M
.
院
前
日
版
、
今
日
内
裁
縫
附
帯
、
及
び
凡
べ
て
の
大
恒
瞥
白
や
う
に
或
管
業
資
本
な
し
に
は
皆
ま
る
h
ζ

止
の
出
時

古
川
V

替
業
が
あ
る
と
い
ふ
。

フ
ォ
ヴ
ウ

ι、
恰
も
管
業
に
て
は
、
府
器
所
得
、
制
基
所
判
官
由
聞
の
匝
別
に
、
輯
串
田
差
別
に
よ
り
て
誼
臨
す
る
伯
不
可
能
が
現
は
る

(
監
九
)

る
υ

何
ぜ
と
な
れ
ば
財
産
が
捗
仙
に
謝
し
替
業
に
千
拠
ず
る
成
合
の
限
な
き
器
等
に
於
て
、
替
業
。
各
の
純
剣
山
ぬ
め
に
、
伐
に
各
柵
山
口
伴
栄
白

日
め
に
、
特
段
な
る
枯
d
q
を
越
ま
な
{

C
は
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
か
ら
E
い
L
C

は

企

業

形

態

ω差
別

|
l即
ち

同

一

稀

同

額

純

盆

の

管

業

ご

し

て

も

、

法

人

替

業

か

筒

人

修

業

か

に

よ

h
τ

或

皮

ま

で

能

力

に

相

違

ゐ

b
、
随
っ
て
此
聞
に
差
等
疎
税
、
卸
も
一
斑
の
累
進
が
行
は
れ
得
る
(
計
一
O
)
O

其

は

法

人

に

て

は

箇

人

に

於

り

る

よ

h
も

、

資

産

的

元

素

が

一

屠

多

〈

働

〈

ニ

E
、

並

に

法

人

課

税

が

結

局

、

筒

人

に

師

す
る
正
し
て
・
英
が
間
接
的
負
措
ご
な
る
こ
ご
か
ら
し
て
で
あ
る
。

ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
管
業
税
に
て
は
、
官
一
位
、
特
に
株
式
曾
枇
(
聞
有
の
大
担
替
を
表
は
す
所
。
)
が
悩
人
企
業
よ
り
も
一
一
世
蹴

{
負
描
せ
し
め
ら
晶
、
ゐ
だ
け
に
て
、
或
黒
地
が
存
す
と
い
ふ
。

に
資
本
の
大
小
!
ー
に
よ

h
て

も

或

度

ま

で

能

力

に

差

等

を

認

め

し

め

る

。

大

資

本

ω管
業
は
絶
叫
割
的

ωみ

な

ら

争

相

謝

的

じ

も

小

資

本

的

替

業

よ

h
も

抱

カ

大

u
b
ご
す
る
。
其
は
資
本
が
一
一
暦
大
な
る
ご
き
に

(健一

O
)

屠

大

な
、
資
本
の
割
合
以
上
に
も
大
な
牧
盆
を
摩
げ
得
る
の
可
能
性
あ
る
の
み
な
ら
す
{
位
一
こ
、
大
管
業
に
て
は
小
皿
世
間

Kleinwachter， Heckel， a. a. U.国.087. 上;hel)erg.a孔， 0 出， 253-:159 
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業
に
比
し
て
一
一
府
多
〈
、
資
産
的
元
素
の
働
(
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
富
二
一
)
O

か
〈
て
純
盆
の
大
小
の
外

に
、
或
皮
ま
で
資
本
の
大
小
を
も
差
等
課
税
の
標
準
正

L
得
る
こ
ピ
仁
な
る
富
士
三
。

ヨ
シ
ヲ

l
vは
、
企
業
白
大
さ
と
井
に
、
剥
益
出
其
割
合
以
上
に
も
加
明
治
す
る
を
倒
と
す
る
。
陥
っ
て
倍
だ
け
大
な
雌
町
議
は
純
益
に
於

て
ニ
倍
以
上
を
前
提
せ
し
め
る
み
」
い
ふ
。

(
腔
-
-
}

へ
Y
L
F

ル
は
、
小
な
る
且
q
m批
小
な
る
此
官
業
V

れ
て
は
.
響
楽
枇
盆
は
主
と

L
て
捗
働
報
酬
に
胤
司
る
。
中
企
識
に
て
位
、
こ
の
元
素
が

金
値
よ
、
問
主
さ
配
有
ち
、
企
業
自
大
さ
及
純
問
ム
」
共
K
.
設
本
白
卦
力
刊
か
叫
H

加
し
、
対
日
川
、
最
大
の
も
の
に
て
快
待
問
一
正
業
と
な
る
と
錯
し
一

zz-
ニd

'E--= 

14
少
も
.
特

κ小
制
服
骨
に
て
は
、
骨
謀
説
収
症
が
組
替
持
主

ω掛
働
に
蹄
す
，
へ
き
も
回
i
I
1
錦
L
、
ツ
シ
ン
λ

キ
ー
は
、
組
奇
山
純
悶
に
よ
り
、

5
 

一
四
成
分
疋
ほ
他
。
此
分
{
妙
働
牧
征
、
有
本
牧
錠

.
K鵠
利
判
村
山
)
が
主
唱
と
な
る
止
泊
、
ヲ
“
紺

PM批
丹
、
山

I
ベ
ル
ー
ク
ヲ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ
ー

審
開
。

ぃ E
ふ=
"めとヲ

ス
タ
シ
プ
は
、
比
鶴
雄
が
、
皆
業
由
、
資
本
に
よ
旬
訂
算
せ
、
b
れ
て
其
大
さ
に
依
る
果
遊
説
松
山
泊
め
に
近
頃
十
分
に
ぺ
進
め
ら
れ
た
と

ほ
所
在
地
箇
の
大
事
|
|
純
盆
の
大
小
に
依
る
場
令
に
は
問
題
芭
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
外
形
楳
準
に
依
る
場

合
に
は
、
肱
官
業
場
所
在
の
地
磁
の
大
小
も
亦
、
牧
鏡
に
大
小
を
生
ゃ
し
な
る
カ

t
な
り
、
防
ふ
て
差
別
課
税
り
楳

準
E
な
る
(
桂
一
四
}
O

併
し
比
に
は
反
謝
の
理
由
も
成
立
も
易
い
の
で
、
少
〈
芭
も
精
密
な
る
標
準
己
し
て
は
利
用

し
難
い
(
桂
一
五
)
。

ロ
ッ
ク
位
、
各
笛
由
管
業
に
と
り
て
所
在
場
島
出
宥
力
な
る
役
目
を
働
〈
と
符

L
、
ベ
ラ
ヌ
エ
ル
ヂ
ス
も
、
佳
島
地
白
組
済
的
革
誕

師
ち
重
附
置
な
る
交
通
を
有
つ
大
都
市
に
於
け
る
企
業
位
、

Am
な
る
不
草
加
営
地
由
も
の
よ
り
も
、
調
例
、

(
註
白
岡
}

一
層
良
、
き
成
績
を
事
「
る
i
t
縞
L
、
ク
ラ

歯

議

管
業
甜
に
於
け
る
累
組
関
設

丸

第
二
十
九
谷

J、

第
五
航

。
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論

管
業
砥
に
於
け
る
果
鵡
鵠
秘

O 

第
二
十
九
世

叢

第
五
棟

三一一四

イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
事
情
に
よ
り
て
は
、
証
替
業
由
普
剥
力
E
-
b
一
り
て
は
右
在
揚
蕗
が
決
定
的
だ
。
例
之
、
村
山
裁
縫
師
、
村
の
靴
屋
は
、
大

η
 

都
市

K
於
り
る
一
拙
由
裁
縫
師
、
一
械
の
靴
畠
と
は
全
〈
持
っ
た
も
の
だ
と
い
ふ
。

(
阻
ご
且
)

ヨ
ン
一
7
1
下
付
場
慮
山
大
き
の
標
準
は
貰
裂
な
も
の
と
は
見
る
ペ
を
て
あ
る
が
、
確
恥
に
車
樹
の
決
定
的
旧
も
の
と
は
い
、
な
い
と

》也

錯
し
、

z
I
4
ル
ヒ
も

b

場
ド
脳
出
火
り
れ
ば
一
騎
、
辞
業
杭
益
が
大
な
る
べ

L
t
v
t
t
考
は
、
柑
税
な
る
考
古
献
に
て

ι前
ら
な
い
・
と
い
ふ
叫

B
枇
曾
政
策
ー
ー
か
ら
見
て
は
、
前
記
、
能
力
原
則
か
ら
見
ゐ
よ
'O
も
一
層
に
県
道
課
税
を
歪
常
ご
す
る
も
心

が
め
る
。
郎
ち
替
業
を
同
一
一
樹
t
蝦
定
L
f
-

一
一
盾
大
な
資
本
を
有
勺
に
轡
業
以
、

一
居
小
い
1

資
本
を
有
つ
穴
も

の
に
比
し

τ競
守
上
一
居
有
利
な
る
も
の
あ
る
こ
E
を
示

L
、
一
府
大
な
純
盆
を
翠
げ
た
も
の
は
、
過
去
の
競
争

に
於

τ
一
一
厨
布
利
で
あ
っ
た
こ
ご
、
随
ム
て
は
此
か
ら
後
も
一
屠
有
利
に
競
争
し
得
る
こ
£
を
示
す
(
民
一
六
)
O

之

を
車
な
る
比
例
課
税
ご
し
て
抵
い

τは
、
資
本
山
り
大
な
君
、
力
強
き
者
が
袋
々
・
其
暴
成
を
振
っ

t
、
弱
小
者
を

感
倒
す
る
仁
任
か
す
司
、
ピ
に
な
る
。
裁
に
鋒
業
者
間
の
枇
曾
政
策
炉
ら
し
て
も
或
皮
ま
F
の
帽
前
進
課
税
を
嬬
謎
せ

し
む
る
こ
Z
に
な
る
。

(
註
-
穴
)

セ

p
グ
マ
ン
は
、
法
人
祉
に
闘
聯
し
て
、
法
人
的
刺
待
能
力
が
大
り
れ
ば
大
い
ほ

r、
閣
か
ら
興
へ
ら
れ
た
特
楢
が
一
層
情
値
あ
る
も

の
と
な
り
、
且
円

J

小
い
競
争
者
に
劃
L
成
羽
あ
る
競
争
を
錯
す
由
槽
舎
が
一
一
階
大
〈
な
る
と
い
ふ
て
居
る
J

C
経
済
政
策
|
|
上
か
ら
い
ふ
て
獲
業
山
積
鮪
じ
よ
b
て
戒
も
の
を
一
一
府
保
護
し
進
捗
せ
し
め
花
し
ご
い
ふ
事

が
あ
b
得
る
o

其
れ
だ
け
に

τも
管
業
課
税
の
上
に
、
差
等
課
税
を
行
ふ

τ良
〈
、
此
に
一
日
械
の
累
進
の
行
は
る

、
根
擦
を
見
出
す
。
例
之
、
商
業
は
大
慢
に
於

τ、
工
業
よ
9
も
儲
の
割
合
に
大
な
も
の
ご
し

τ能
力
一
層
大
な

Klt~inwä乱chter ，Bela Fりldes，a. a り S".1-20 Lotz，孔.n. O. S. 3"27 

a. a. O. S. I58-r59 
Conrad.乱 a.O. S. 164. Eheberg， a. a. O. S 同J
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り
さ
も
見
ら
れ
(
龍
一
七
)
、
此
賂
か
ら
商
業
を
工
業
よ
り
も
一
層
重
〈
課
し
て
良
し
芭
も
い
は
れ
得
る
が
、
其
を
暫

ら
(
措
車
、
経
済
政
策
上
か
ら
い
ふ
て
も
大
館
じ
於
t
工
業
の
一
一
盾
遜
め
ら
れ
た
き
も
の
が
ゐ
る
で
あ
ら
う

L
、

特
に
は
輸
出
工
業
、
又
は
特
に
重
要
総
出
工
業
の
特
に
準
め
ら
れ
た
き
も
の
が
め
ら
う
o
特
に
近
頃
の
我
闘
の
や

う
に
闘
際
貸
借
改
善
が
重
要
政
策
Z
な
る
ピ
き
に
は
、
重
要
輸
出
工
業

ω特
別
騨
就
が
糊
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な

る。
(
睦
-
七
}

D
課
税
技
術
上
(
輔
嫁
抑
制
的
潟
め
小
山

)
|
l本
来
‘
管
業
税
は
立
法
者
に
於
て
一
の
直
懐
紙
ご
し
て
営
業
者
伝

説
す
る
趣
旨
に
で
出
来
し
た
も
り
で
ゐ
り
、
此
に
て
糟
嫁
山
り
起
ら
F
る
こ
正
、
起
る
ニ
ご
の
出
来
る
に
り
少
か
ら

〉U
 

4

ラ

7

エ
ル
ヂ
ス
は
、
大
世
、
商
業
は
工
企
業
よ
り
も
一
崎
大
な
刑
待
を
恕
-V
る
と
V

ふ
て
居
る
叫

ん
こ
ご
ヤ
期
し
て
居
品
。
ま
た
此
が
輔
嫁
き
る
、

E
な
れ
ば
、
消
費
者
中
、
比
較
的
大
所
得
者
へ
は
此
が
差
控
へ

ら
れ
、
小
所
得
者
へ
割
合
に
多
く
移
古
る
、
傾
が
め
る
(
詰
一
入
)
。
愈
々
以
て
借
業
枕
の
輔
嫁
は
枇
曾
政
策
か
ら
見

て
も
望
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
税
率
か
ら
い
ふ
-
ヘ
管
業
枕
を
比
例
に
し
た
方
が
累
進
仁
[
た
よ
b

は
一
屠
多
〈
鱒
嫁
を
行
は
れ

L
U
る
。
比
例

r
t、
此
帥
営
業
枕
も
が
消
費
税
ピ
同
等
に
見
ら
れ
て
、
殺
を
常
然
に

管
業
費
中
に
計
算
す
る
ニ
古
に
な
る
。
然
る
に
累
進
に
ご
、
偉
業
者
聞
に
於
げ
る
負
据

ω度
合
が
異
h
、
随
う
て

之
を
消
費
者
に
縛
嫁
す
る
ピ
し
て
も
、
最
小
度
の
も
の
を
移
す
に
止
ま
る
傾
が
め
る
。

(
陸
-
八
)

r
lデ
は
、
直
接
秘
か
ら
し
て
も
消
費
引
の
負
か
宇
う
な
間
接
松
と
な
ヲ
て
、
其
鵠
め
に
、
自
晶
、
直
に
小
所
得
J
F
大
所
得
よ
り
も
一

言論

議

雌
官
業
軸
に
於
げ
る
累
越
謀
説

第
二
十
九
巻

ハ
三
五

第
五
挽



前

叢

第
耳
蹴

府
調
密
度
I乞
て

?塁
せ U

e 1~込
Z 吋

九

1‘黒
令。義

者止

第
二
十
九
を

、一一一-、

J

F

d

J

 

三
賞
行
上
特
に
考
慮
す
べ
き
嘉
一
雨
明
|
l
以
上
に
て
管
業
に
も
累
進
献
枕
を
行
ふ
べ
き
理
由
は
準
君
℃
居
る
が
、

て
之
金
賞
行
す
る
に
就
い
て
は
、
噛
胤
め
注
訴
す
ぺ
主
事
項
が
あ
る
。

)
 

A
利
盆
原
則
り
加
味
|
|
上
に
い
ふ
花
累
進
的
理
由
は
能
力
原
則
か
ら
出
俊
L
て
居
る
ο

然
る
に
地
方
税
に
は

(
 

刺
益
原
則
が
加
肱
ゼ
ら
れ
る
。
芸
的
限
り
仁
於

z
u
m和
地
的
時
山
崎
寸
べ
き
も
の
が
め
る

-H

刺
盆
干
係
仁

1
u、
大

牧
盆
者
も
小
牧
金
者
も
平
等
に
利
盆
し
て
居
る
ご

V
ふ
を
歪
蛍
正
す
る
か
ら
で
ゐ
る
(
註
一
九
)
G

併
し
地
方
税
に

t

金
〈
此
利
盆
原
則
の
み
に
依
る

Z
V
ふ
の
で
な
〈
、
箪
仁
之
を
加
味
す
る
に
止
ま
る
か
ら
、
此
に
て
能
力
原
則
か

ら
出
俊
し
た
累
進
を
全
然
排
加
除
す
る
も
の
で
な
い
。
た
い
γ

利
益
原
則
の
加
味
さ
る
、
限
h
、
即
時
'
進
を
幾
ら
か
緩
か

仁
す
る
の
が
穏
嘗
ご
い
ふ
こ
ピ
仁
な
る

rり
で
ゐ
る
。

(
桂
一
九
)

担

セ
リ
グ
マ

y

位
、
利
盆
詑
は
、
論
酬
上
、
比
例
に
導
き
、
累
濯
に
轟
か
』
・
一
と
焔
す
σ

B
課
税
標
準

ω積
類
|
|
純
盆
の
大
小
に
依
つ
党
ピ
き
に
は
、
能
カ
山
大
小
が
一
番
良
〈
表
は
れ

τ、
緊
準
謀

税
の
理
由
が
強
〈
な
る
が
、
外
形
標
準
に
依
っ
た
言
語
に
は
多
少
弱
く
な
る
。
巾
に
て
も
濁
b
資
本
の
大
小
に
依

る
も
の
に
は
)
飽
カ
原
則
か
ら
し
て
も
、
枇
曾
政
策
か
ら
し
て
も
累
進
の
理
由
が
成
立
つ
け
れ
ど
も
、
例
之
、
寅

上
高
の
如
、
き
に
依
る
よ

E
に
な
る
己
、
純
盆
の
大
小
E
の
関
係
が
必
中
し
も
並
行
せ
す
、
随
っ
て
之
に
依
る
己
注 さ

Bela Fυldes， a. O. 5. 420. 
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steuer. S. 35 
SeIigman， Progressiv ta:x九tiOn.p. 30[， 
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に
は
、
む
し
ろ
比
例
を
穏
嘗
ご
す
る
こ
正
に
な
る
。

C
週
腕
の
難
易
|
|
一
克
来
が
品
目
業
牧
盆
特
に
純
篠
は
捕
捉
雑
で
あ
り
、
随
っ
て
遮
肱
易
の
も
の
で
あ
る
が

(
誌
ニ

C
‘
之
仁
比
例
を
川
附
す
る
な
れ
ば
ま
に
遁
股
が
少
〈
て
済
hv
け
れ
ど
も
、
累
進
言
な
る
ご
、
特
に
比
較
的
大

い
管
業
者
仁
「
I-
越
腕
を
多
か
ら

L
め
る
ご
V
ふ
を
苑
れ
な
レ
。
累
進
は
理
論
上
は
宜
し
い
が
、
技
術
上
の
此
敏
樹

が
あ
っ

τ、
随
つ
て
は
財
政
牧
入
上
に
も
或
は
却
っ
て
不
利
な
結
果
に
も
な
る
。
尤
も
、
回
前
進

ω錦
め
に
、
比
較

的
小
な
崎
営
業
者
に
於
け
る
鴻
脱
ヤ
少
〈
す
る
正
い
ム
ニ
己
も
め
h
、
そ
し

τ遮
肱
の
多
〈
な
る
ご
い
ふ
大
管
業
者

に
は
決
算
公
示
義
務
め
る
曾
刑
法
人
が
少
く
な
い
ぜ
い

ι
h
t
で
、
多
少
の
川
崎
〈
H

せ
は
持
ら
れ
る
。

『
詰
ニ

O
)

此
官
業
収
益
山
抑
蝿
駐
は
、

4
ラ
フ
エ
ル
ダ
ス
、
ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ

l
、

Z
1
4
ル
ヒ
、
ナ
ス
カ
、
メ
ル
ツ
ア
1
.

シ
ェ
フ
レ

i
、
パ

ス
テ
プ
ル
華
々
、
白
詑
〈
叫
聞
で
あ
る
叩

第

段

都
内
業
累
進
課
税
の
方
法

阻
官
業
累
進
謀
税
の
理
由
は
上
り
如
し
正
し

τ.
き
て
之
を
賀
行
す
る
司
』
芭
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
(
桂
三
)
。

げ
れ
ど
も
大
健
.
弐
り
も
り
が
糊
め
ら
れ
る
で
ゐ
ら
う
。

(
註
ニ
ご

ふ
句

エ
1
4
ル
ヒ
は
、
星
誕
の
採
用
は
、
牧
盆
話
に
て
は
、
細
き
色
々
四
改
良
に
拘
ら
ず
、
満
足
な
方
法
ご
は
解
決
し
特
な
か
っ
た
と
い

論

議

替
韮
稀
に
於
け
る
累
誕
課
積

第
二
十
九
巻

ハ
三
L
t

第
五
披

Eheb"rg. 
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前

望書

替
業
桔
に
於
げ
る
閥
単
遊
説
枕

第
二
十
九
谷

プマ

J、

第
五
就

日月

一
多
少
趨
嘗
な
・
り
さ
思
は
れ
る
方
法

A
血
官
業
純
盆

ω大
小
に
よ
る
累
進
ー
ー
が
色
々

ω見
地
か
ら
至
嘗
に
ご
い
ふ
こ

Z
は
‘
上
に
い
ふ
た
過
ち
で
あ

り
、
そ
し
て
此
に
は
先
例
も
あ
る
(
駐
ニ
一
一
三

『
性
二
二
)

り
替
業
柑
{
骨
造
所
柑
碕
を
も
入
れ
亡
)
円
純
聞
に
て
は
悌
岡
山
明
行
管
業
所
得
枕
が
さ
ら
で
あ
る
。
或
は
此
は
累
過
積
山
精
巧
な
も
の

(
 

と
も
い
ふ
べ
き
ら
あ
る
が
。
即
ち
五
高
松
以
止
の
紬
描
の
瞥
諜
に
は
怖
輔
の
控
除
な

r百
分
。
十
五
を
践
し
、
買
高
法
以
下
回
に
は

入
O
O
訟
及
共
以
下
の
に

λ
円
。
↑
i
l
i
町
、
五
C
C
、
世

一
、
E
0
7
ー
、
一
ニ
0
0
0
、

三
、
0
0
一
、
l
|
五
、
0
0
0
、

五、

o
c
一、
1
1
1
十
、
0
0
0
、

七
、
0
0
て
l
l
一

o、
0
0
0
、

-
O
、
の
の
一
、
1
1
i
一
五
、
0
0
の
、

一五、

o
o
一
、
ー
ー
ニ
O
、
0
0
0
、

ニ
O
、

o
c
↑
「
|
ニ
玉
、
の
の
の
、

二
王
、
0
0
て
1
1
三
O
、
C
の
の
、

三
O
、
0
0
一
「
|
=
一
五
、
む
の
O
、

一
一
一
五
、
0
0
一
、
l
l
四
O、

ocο
、

四
O
、
0
0
一
、
1
1
1叫
王
、
0
0
0
、

同
五
、

oo-「
|
E
O
、
0
0
0
、

匝二

r~~ 

‘五法
O 

一五
O
、

己

O
C
、

七
五
O
、

一
、
O
五
C
、

一
、
E
C
O
、

二
、
-
一
E
O
、

=一、

c
c
o、

三
、
七
五
O
、

回
、
E
C
O
、

玉
、
二
五
O
、

六
、
0
0
0
、

六
、
七
五
G
、



そ
(，4.)れ
餌~，
-<ら

翻模
替 園
業 由
民 箇
は 人
純瞥

宮警
討

す
る
替
手，)
経世

ゐ
(
シ
ル
リ

y
r
)

0
1
l
一、白
0
0
、

一、四
0
0
、1
1
1
問、
λ
0
0
、

四、
λ
0
0
「
|
犬
、
0
0
0
、

士、
ι
0
0
、
l
iセ、二
O
O
、

。百
分

百
企

百分一}一

宵
分
四

茸
以
上

B
第
二
凱
響
楽
に
は
(
此
に
て
は
純
盤
八
千
四
百
志
以
上
の
純
命
の
も
の
の
み
が
入
る
)

八

制

0
0
、
円
。
、
入
O
C
、

一O
、
λ
0
0、
ー
ー
一
四
、
四
の
の
、

一
四
、
曲
0
0
、。
!
l
一
λ
、
c
c
o、

其
以
上

失
(A)ぎ

ー替に
-c;業平年
四 牧魯
C 盆 西
C は白
鳥時
克業
主積
てが
位、

二
、
凹
円
。
、
I
l
l
1
=
一、六
C
C
、

(主)

業其
費以
今上
町白 VJ 

部
分

四、
λ
0
0
、
馬
克
ま
て
は

諭

叢

普
業
枕
に
於
け
る
且
主
謀
柑

r
i
t
y
E
 

一l
pノ
3

百
分
J

ハ

百
分
七

宵
分
七
宇

宵

分
宵
分
一
中

育
分

O 

第
二
十
九
巻

プミ

:九

第
五
蹴

五



論

議

プミ

替
業
務
に
於
げ
る
岡
地
匙
課
揖

第
二
十
九
巻

第
五
披

ハ四
O

-
ニ
、

0
0
0主
て
は

T
Z
一
で
九
二
六
年
法

4
J

'
千
分
。
一
=
分
の
-
、

千
分
一
中
(
↑
帥
に
一
一
一
一
時
寸
)

共
以
上
山
部
分
叫

}
 

C
給
料
制

}
 

。
倍
業
枯
に
迂
き
も
の
に
て
は
、
価
遜
闘
の
]
九
二

O
年
内
法
人
格
が
初
め
に
は
、
純
盆
の
百
分
十
と
い
ふ
均
冊
棺
と
、
田
首
都
へ
の
追
加
砥
と

L
て
資
本
山
一
一
一
分
を
峰
山
F
O
制
に
、
県
地
枕
を
蹴
し
、
共
が
肌
ぽ
の
百
分
ニ
ル
王
十
と
な
っ
て
居
っ
た
が
、
一
九
ニ
二
年
に
は
此
掠
組
。
代
り

F 
分

亡
、
戸

I
T
H
E
E
J
U
4
t
z

!
-
E
κ
ノ
-
J
e
d
v

ト
ル
布
日
生
相
配

ph

一I
川
二
百
年
に
は
此
ニ
説
の
課
蛇
梯
準
を
雌
慨
し
て
、
共
後
は
管
利
骨
枇

A
之
に
噌
ず
る
も
の
に
、
制
桂
山
百

分
ニ
十
山
り
比
例
中
.
共
仙
の
法
人
に
百
封
山
一
十
内
比
例
山
甲
山
口
み
識
す
る
乙
と
に
な
っ
た
。
。
に
刊
、
有
限
責
住
命
↓
此
と
民
業
組
合
と
に
は
糾
輸
の
超
過

車
道
に
仇
M
T
る
桂
川
い
V
A砧
ム
ピ
行
A

こ
と
に
な
っ
た
。
持
中
は
、
百
庁
十
、
百
叶
卜
二
h
f
、
百
分
十
涯
、
可
分
二
十
、
百
分
一
一
卜
班
、
百
分
一
二
ト
ピ

の

あ
る
町

B
管
業
資
本
内
大
小
に
依
る
累
進
|
|
此
も
至
嘗
な
る
所
以
の
も
の
が
あ
る
-
』
芭
は
上
に
い
ふ
通
り
で
あ

b
・

ぞ
し

τ之
が
先
例
も
あ
る
(
詰
ニ
三
)
O

(
註
ニ
三
)
バ
ー
テ
ン
に
て
は
、
年
々
財
務
訟
に
て
定
め
た
る
拍
車
a

世
、
諜
柑
楳
哨
た
る
笹
恭
助
成
に
謀
す
。
併
し
此
財
産
に
謝
1
U
其
小
な
る
・
私
自

に
は
、
共
大
小
正
山
崎
じ
E
控
除
を
行
ム
。
例
之
、
一
九
二
二
年
(
掴
貨
脳
服
時
代
だ
が
)
に
は
‘
圧
十
高
馬
克
ま
ど
白
純
普
賢
本
広
は
其
五

O
、出

を
控
除
し
、
其
か

b
四
段
あ
っ
て
、
最
高
山
百
高
再
克
の
禿
本
に
て
は
其
一

O
、
同
を
控
除
す
。
四
百
高
乃
亜
八
百
高
馬
克
に
は
、
財
務
法
忙
て

定
的
り
れ
た
る
比
例
唱
を
其
催
泊
加
し
之
よ
り
後
は
追
加
祉
を
諜

L
、
七
段
あ
っ
て
、
五
回
に
初
ま
り
、
四

O
、
財
に
至
る
。
其
最
高
串
は
λ

干
高
品
九
白
笹
川
端
資
本
に
於
て
来
る
。
だ
か
ら
管
業
資
本
白
四
百
高
馬
克
ま
で
位
累
趨
、
凹
乃
聖
人
百
高
馬
克
は
水
平
、
入
百
高
品
克
叫
上
に
川
県

に
黒
地
を
識
し
て
肘
る
切

)
 

C
管
業
柿
類
に
よ
る
差
等
課
税
|
l
此
は
資
産
一
瓦
素
り
瞬
重
、
経
済
政
策
上
の
保
護
の
要
五
百
か
ら
行
ふ
て
良

(
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〈
、
叉
先
例
も
あ
る
{
詰
ニ
四
)
O

尤
も
あ
ま
り
多
様
な
る
差
等
は
出
来
惑
い
。

L

P

J

R

Z

T

に
札
即
け
る
鍔
謀
視
が
其
比
例
枇
車
S
分
級
し
て
、
正
常
串

ω
一
O
、
同
と

L
可
銀
行
に
は
特
に
三
一
、
出
に
高
品
、
工
業
、
誕

竹リ"吋

怠
業
な
ど
に
は

A
、
百
世
課
ナ
叫

D
企
業
形
態
に
依
る
差
等
課
税
1
1
t
此
は
法
人
替
業
全
筒
人
鋒
業
よ
h
も
重
課
す
る
も
の
で
、
現
に
我
闘
に
行

(
 

は
れ
、
そ
し
て
他
に
も
例
が
ゐ
る
(
詰
二
五
)
Q

(
肱
=
岡
)

(
控
=
五
)
塊
闘
が
此
に
依
る
。
所
得
枕
尚
一
袖
完
桔
'
と
し
て
、
法
人
替
業
に
は
法
人
枯
を
蹴

L
、
筒
人
替
業
に
は
俸
制
枕
を
蹄
ナ
。
僻
利
挽
は
前
問

註
ニ
ニ
に
い
ふ
泊
り
で
あ
り
、
法
人
税
は
左
目
如
〈
て
、
右
筒
人
の
脆
申
よ
り
は
高
{
し
で
あ
る
。
四
ち
法
人
抵
は
純
益
に
謝
し

ね
一
般
に
は
引
分
二
十
五

b
州
五
件
除
骨
枇

1
1
t保
険
料
四
千
分
一
一
a
山ハ

'H貯
蓄
告
陥
は
純
益
由
両
さ
に
よ
り
百
分
。
十
乃
至
二
十
五
、

州
特
典
あ
る
組
合
H

純
益
白
高
さ
に
よ
り
百
分
八
乃
至
十
二
、

九
円
前
提
組
合
|
|
取
引
両
加
百
分
一
世
掠
め
引
去
り
た
る
純
益
の
百
分
十
二
、

川
、
井
岡
法
人
は
百
分
十
五
明

)
 

E
純
盆
的
資
本
に
謝
す
る
割
合
に
依
る
累
進

1
l北
は
現
に
我
闘
の
超
過
所
得
税
仁
行
は
れ
て
居
h
、
会
一
中
の

(
 

上
か
ら
も
、
一
枇
曾
政
策
上
か
ら
も
説
明
は
つ
(
。
尤
も
法
人
に
の
み
行
は
れ
て
筒
人
に
行
は
れ
難
い
の
で
、
藷
に

会
m
T
を
帥
腕
〈
城
が
ゐ
る
。
そ
し
て
比
は
此
姑
を
忍
吋
ば
行
ふ

τ良
い
し
、
叉
之
を
且
官
業
税
に
行
ふ
た
例
も
ゐ
る

(
註
ニ
穴
}
。

(
註
ニ
穴
)

レ
ッ
ト
ヲ
シ
ド
由
一
九
二
四
(
一
丸
二
五
年
一
月
以
降
質
腕
)
年
の
商
工
謀
説
が
、
其
決
算
公
一
部
義
務
あ
る
官
祉
に
つ
き
之
を
採
り
、
百

論

叢

第
五
蹴

セ

管
業
暗
に
於
け
る
累
越
課
税

第
二
十
丸
巷

/、

四
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議

野
菜
杭
に
於
吋
る
累
泣
訴
枕

第
二
十
九
佳

停
五
披

分
ニ
山
配
出
に
で
心
百
八
刈
且
の
抽
唱
に
却
ま
担
、
段
々
と
よ
ワ
て
、
百
分
ニ

O
、
。
配
世
に
て
百
分
十
一
中
に
謹
す
る
叫

F
外
形
棋
戦
に
依
る
場
合
特
に
見
許
税

ω場
合
に
岨
官
業
場
所
在
地
極
的
大
小
に
依
る
差
等
課
税

l
l此
は
営
業

牧
盆
仁
似
る
新
し
ざ
持
業
枕
じ
て
は
問
題
ぜ
な
ら
凶
り
れ
ど
も
、
管
式
の
外
形
標
準
ド
依
っ
た
の
で
は
成
度
ま
で

Aa 

蹄
識
せ
ら
れ
る
o

之
が
質
例
は
今
日
に
ー
も
術
は
稀
で
な
い
(
誌
ニ

'
J
U
〉

O

，、
四

A 

(
位
ニ
七
)
抗
山
剛

ιて
は
共
阻
官
設
砧
が
免
許
税
と
な
ワ
亡
、
什
叫
が
僻
染
地
の
大
さ
止
、
器
業
の
稀
姐
止
に

k
リ
亡
附
組
的
に
げ
ん
め
ら

ιる
。
督
業
種

凶
目
先
は
て
、
向
山
市
&
工
議
」
の
別

ιよ
り
、
商
議
は
北
向
品
の
柚
制
、
従
山
市
者
自
蜘
、
取
引
~
品
、
に
よ
り
て
分
け
ら
れ
、
工
業
仕
止
庄
由
太

さ
、
利
川
畑
出
川
刷
。
極
制
、
快
川
苫
和
た
る
機
拙
、
動
力
、
勢
働
品
刊
の
酎
に
よ
り
て
分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て

A
 

(B) 

~'tj m 

業
(
早
位
、
グ
ロ
チ

E
)

ヲ
ル
シ

γ
ψ

得
、口
O
O

E

ニ一
O

六
五

二
五

五
O

一
五

等

地

、0
0
0

一一ヒ
O

五
O

ニ
O

五
O

一
五

第第都第 t再銘I 銘銘銘封，

五五四三ニー

剣矧凱翻獅翻租
B A 

業

四三ニー

知翻知事i

羽島

、0
c
c

四

0
0

λ
o
 

=一O
五
O

一
五

六、

o
o
c

四、

0
0
0

二
、
。
。
。

六

C
C

大、

c
o
o

凹、

0
0
0

ニ、
0
0
0

ムハ

C
C

大、

0
0
0

凹、

0
0
0

二、

0
0
0

大

C
C

三

培

地

ニ、口
0
0

一一
O
C

凹

O
一
五

五
O

一
五

六、

0
0
0

四、

0
0
0

ニ、
0
0
0

京

O
C

回

各

地

ニ、
0
0
0

一
三

O
二
五一O

E
O
 

一
五

六、

0
0
0

四、

0
0
0

ニ、

0
0
0

山
内

0
0
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t高弟

λC  
o 0 

0
0
 

4

ハ
O

三

O

七六五

制剃

ニ四 O
000  

二

0
0

一
二

O

- li 0 0 
ニ 000

四

晶1

四
O 

第

ーハ

五 O

。

-、J' O
 

そ
れ
か
ら
齢
醐
白
響
装
枕
中
の
免
許
枇
が
布
、
波
駒
山
ー
と
嗣
た
・
も
の
で
あ
る
。
尤
も
柑
唱
は
一
層
複
雑
で
は
あ
る
が

第

豊島

J、

斗
不
通
嘗
な
る
累
進
課
税
方
怯
|
|
大
館
外
形
標
準
を
採
用
し
た
場
合
に
累
進
率
含
適
用
す
る
の
は
泊
散
な
方
法

ご
は
認
め
ら
れ
な
い
。
例
之
、
日
民
上
高
に
せ
よ
、
建
物
の
賃
貸
侭
格
仁
せ
よ
、
従
業
者
の
数
叉
は
給
料
額
に
せ

よ
、
之
に
削
指
活
を
謀

L
て
日
常
一
ゃ
な
る
課
税
ご
な
る
古
は
い
ひ
粂
ね
る
o
賃
貸
倒
絡
の
如
き
・
住
肘
枕
の
標
準
ピ
[

て
は
川
和
也
に
特
別
的
意
義
も
ゐ
る
が
、
後
業
税
の
標
準
ど
し
て
は
思
議
は
あ
ま
h
戚
心
し
な
い
。

最古

三Z入

r.lJIl 

以
上
要
之
、
脱
営
業
枕
は
動
も
す
る
ご
、
一
概
に
比
例
課
税
す
ぺ
き
も
の
ご
せ
ら
れ
る
け
れ
H

こ
も
・
仔
細
に
考
案

す
る
ご
き
は
、
特
仁
此
に

τ純
盆
、
資
本
な
ど
を
課
税
標
準
ご
す
る
場
合
に
、
累
進

ω至
蛍
な
る
所
以
の
も
の
が

能
カ
原
則
か
ら

L
τ
、
也
、
利
品
開
政
策
か
ら
し
て
も
、
師
同
校
技
術
か
ら
し
て
も
説
明
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
経
済
政

策
か
ら
累
進
の
湖
め
ら
る
、
こ
古
も
あ
り
、
肱
宵
業
税
に
で
も
可
な
h
累
進
の
迎
用
き
る
、
館
地
が
あ
る
o

そ
し
て

此
等
は
最
早
、
軍
な
る
宰
諭
で
は
な
〈
、
段
々
ピ
先
例
を
作
ち
つ
、
あ
る
o

そ
し
て
此
後
は
も
っ

Z
此
が
畿
展
す

る
で
ゐ
ら
う
ご
悲
は
考
へ
る
。

=之、
~!ru 

責主

世
業
秘
に
於
げ
る
岡
地
匙
謀
栓

第
二
十
九
番

第
五
鍛

ブL

J、
四
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